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94年ドイツ連邦議会選挙と政策の争点

石村 修

ーは じめに

ドイツ連邦議会の選挙は， 4年ごとにほぼ定期的に訪れてきた。日本のように簡単に解散

が行使きれないことにより，国民および政党・政治家は， 4年ごとに訪れる選挙の年を十分

目 次

はじめに－－－－ －－－－ －－－－－－・－－－－－－－ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・….......1 

一 政党選挙のシステム・……・・…・…・………・・……・…ー……・………・・・…一一..5 

- 94年選挙結果ー・…ー…………ー…・……………………・…………・・ ・・……..9 

a. 総選挙の予想 ・…・・…ー・・・・ー……・…・・………・・……・・…・・…－…－…一 ……... 9 

b. 投票率と得票結果 －－－－－－－…・……・・…………・・…・・…・…………・ぃ・…－…・ ・13 

C. 第一投票と第二投票の関係………・－…………………...・ H ・－－－………ー・………14

d. 小政党の悲哀・・・……・・・……・・－…－－ －－－－－ －……・…… ………ー……・・ー・……16

e. フランクフルト市での投票行動を分析する………・…………………・………19

四 政党選挙と政策ーま とめ ・…・…ー・………・…一…・…・・…・ー・… …・・……・・・20

五 資料，各政党の安全保障政策…・…ー………・・……・……・…・・・…・・…………25

CDU: 「われわれはドイツの将来を保障する」政府プログラム…………一・・・25

FDP・外交・ヨーロ ッパ政策 …ー ・－……………………・…ー……－…・・……..・・28 

SPD.安全と平和での一つの世界 ・…・・・・……・－……・ー…・…ー・…一……・・・・31

BUNDNIS 90/ DIE GRUNEN 21世紀における外交政策の形成…………一・33

PDS 限りない， 反戦争政策 一・…－－－－－－－－－－……・・・・…一・…・…・…一－一一・・…ー36



に計算に入れながら政治的な活動をすることじなる。 94年はドイツにとって「スーパー選挙

年」と言われるように，一年を通じて各州議会選挙， ヨーロッパ議会選挙，大統領選挙（国

民が直接選ぶのではないが）があり，そのフィナーレとして， 10月16日の連邦議会選挙（以

下，連邦選挙と略する）があった。世界，とくにヨーロッパの諸国が注目するこの連邦選挙

は， ドイツ統一（1990年）後の 2度目の選挙であり，そろそろ政権交替が予想されていた中

での選挙であり，政府の内外の政策の評価が厳しく採点されることが予想されていた。敢え

て表題をつけるならば，「統一後の諸問題と展望」の選挙とでも称されよう。

筆者は，幸運にも 1983年の憲法的にも大変問題の多かった連邦選挙時にドイツに滞在して

おり，その内容を論文にまとめたことがある（！）。今回は，その時と連邦選挙を見る視点が違っ

てきている。それはさまざまな理由によるが， とくに， 日本が選挙制度改革の結果はじめて，

衆議院に小選挙区制度と比例代表の並立が導入されることになったからである。これは，小

選挙区制度と比例代表の併用を内容とする， ドイツ型の選挙制度とは制度的に選挙効果の点

で多少異にするものの，何れにせよ政党が中心になる選挙になることは必至であり，そのた

めに日本の国内では政党の再編が模索されているようである（へその意味で，政党選挙は具体

的にはどのように展開するのであろうか， という視点に注目せざるをえない。さらに付け加

えれば，共通の経済・社会的な病理現象への処方筆，冷戦後の国際協力の在り方，国連安全

保障理事会の常任理事国に立候補するかどうか， 等々の解決策が求められている。 ドイツと

日本の政治・経済・社会状況が，現象的には同様にあることと，これの解決方法が同様で、あ

るとは一概には言えるものではない。したがって，この選挙の結果を単純に「類似比較」の

FOPの街頭活動（写真は石村撮影）
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対象としてここに提起す

るつもりはない。この選

挙分析がドイツ法治国家

の有り様を探る重要な手

がかりとなることを期待

しているに過ぎない（3）。

それにしても， 日本の

喧騒とした選挙活動と比

較すると，何と静かなこ

とであろうか。選挙権の

ない外国人のひがみかも

しれないが， もしもテレ



CDU「左のフロントよりも未来を」

SPD「強さ」

ビも新聞も読まなければ、，連邦選挙が行なわれ

たとは気が付かないであろう。日本のような，

草を使つての街頭選挙活動が認められていない

から， 一見して静かなのであって， ドイツ人の

中ではホ ットな論争が展開されてはいた。しか

し， 1990年と違って，確かに国民は選挙にたい

して，つまり政治への期待度が薄くなっていた

ことは多くのジャーナ リズムが指摘していたこ

とでもある。総体として静かな選挙であったと

いう 表現はあながち誤ってはいないかもしれな

いc 選挙後に選挙法違反活動が報道される日木

の選挙と比べれば，こちらの選挙は民主主義の

理念に合致した選挙である。しかし連邦選挙の

プロセスとその予想された結果は，有権者を白

けさせるのに十分であったよう である。つま り，

政権を担う能力がある， CDU/CSUとSPDと

の政策は，後に紹介するようにすでに大きな差

では無くなっていたのであり，そのf也の小さな

政党は，政権担当の地位を最初から放棄してい

たのである。とくに，旧東 ドイツを地盤とする，

PDSが最初から 「野党」の地位を標僻していた

のが注目される。

街頭宣伝としては，街の要所に指定された大

きさの掲示板が立てられる（写真参照）。政権政

党のCDU/CSUは，コール首相の笑顔を前面に

出したり，クリントン大統領夫妻とのポートレ

ートで従来の外交政策の堅持を訴えた。他方で，

政権の移動を求めていたSPDは，シャーピン

ク党首，ラフォンテーヌ・ザ ルラント州首相，

シュレーダー ・ニーダーザクセン州首相とのト

ロイカ方式を示す意味で，三人の顔と「強さ」
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という標語を入れ， とくに

経済問題の改善を主張して

いた問。しかし，この掲示板
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SPDの政策発表会，於レーマ広場

にやり合うこのテレビ討論は，その参加がすでに議席のある政党に限られていたという意味

では問題はあるものの，各党の論客が登場していた。有権者の判断材料が，政党の政策にあ

ることを改めて認識させるに十分な程迫力があり ，番組の多くが一般の視聴者の意見を絡ま

せていた。その他の政党は一同に集められ，各10分の持ち時間にその党首が主張する番組が

組まれていたが，右翼の政党のリパブリカーナが登場した時には， 学生から野次が飛んだの

が印象的で－あった。

選挙法からして，各政党はその連邦選挙候補者を選出する際には党大会を開催しなければ

ならない。この党大会は同時に政策を明らかにする場でもある。一応は公開されているので，

私もいくつかの党大会ならびにその後の公開政策発表会に足を運んだ。アメ リカの党大会ほ

どの異状な派手さはないものの，売店ではイメージ商品が販売され， 音楽の生演奏があり ，

一種のショーの様相を呈していた。最後に党の顔が登場して，興奮も最高になるという段取

りである。しかし，フランクフルトにあるレーマ一広場に，コールとシャーピンクの両党主

が訪れたのを見にいったが，どちらも観衆は白けていた。この時点では，選挙の予想、はだい

たい解っていたのであり，大勢は安定を望んでいたのである。このレポートは， ドイツ1994

年の連邦選挙の分析であるが，どうやらそれ以上の分析の任も負う性格のものとなってきた

ようである。つまり， ドイツ人の自信の根拠を質すという課題に応えなければならなくなっ

ているようで、ある。

牢 CDU＝キリスト教民主同盟， CSU＝キリスト教社会同盟， FDP＝自由民主党， SPD＝社会民主

党， 90Blindnis/DieGrlinen(B/G) = 90同盟／緑の党， PDS＝民主社会党
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ニ 政党選挙のシステム

ドイツは連邦制を採用している関係からして，連邦参議院 Bundesratは州の人口に応じた

州の代表を送り出している。ここでは，後に表で示すように，SPDが第ーの政党となってい

る。これに比して，連邦議会は，小選挙区制と比例代表制の抱き合わせからなっている関係

からして，地区の代表と政党の代表から成り立つようにしている。しかし，憲法の上からは，

連邦議会の議員は，全国民の代表者とされる（GG38条）。こうした変則的な選挙制度が採用

されたのも，ヴァイマール議会制が，比例代表命l比直接選挙の極端な展開により ，機能不全

に陥ったことの反省に基づいていることは明らかである。このことの詳細は連邦選挙法に定

められており ，94年選挙を分析するための予備知識として，同法から導かれる選挙手続きを

簡単に記しておく。

連邦議会の定員は，一応656名と定められているが，この数は一応の目安であり，直接選出

と比例代表選出との関係て、超過議席が生ずることが予測される。本年の選挙においても 16名

の超過議席が生じ，この数を巡って連邦憲法裁判所の判断が求められるこ とになった（後

述）。統一前までは，518議席であったから，旧東ドイツの人口に応じて138議席が増えたこと

になる。656議席は， 地区選出の328と州を単位とした比例代表選出の328に二分される。地区

選出は小選挙区であるから，その選挙区で最高票をと ったものが当選ということになる。州

選出については，第二票の政党名を加算し，これをすでに提出されているラント ・リストに

したがって当選者を決定するものである。ただし第一投票と第二投票が連動している点が，

ドイツ方式の特色である。つま り，第二票を集計する際に，第一票で投じた候補者が当選し

た場合とその外｜でラント ・リストを提出していない政党の票はカッ トするこ とになっている

( 6条 1項）。もしも，第一投票の候補者の当選確立が高い場合には，第二票は敢えて別の政

党の名前を書くこともありうる（いわゆる投票分割）。そして，これもウ、、ァイ マールの教訓か

ら導かれたものであるが，小党排除原則規定がある（ 6条6項）。有名な規定であるが，一応

記すと，「ラント ・リストの配分は，選挙区で投じられた有効な第二票の総計が少なくとも 5%

を獲得するか，少なくとも 3つの選挙区で議席をえている場合の政党を考慮する」というも

のである。 PDSはこの規定で，5%を満たさないが， 小選挙区で、当選者を獲得していたので

議席を確保している。この 5%は，「障害」という表現が付いているように， 小政党にとって

は難物であり， FDPは旧東地区ではこの数値を超えることができなかった。

比例代表の分け方は， 1985年の連邦選挙法の改正により， ドント式からハーブ ・ニーマイ

ャ一方式に変わっている。この方式によれば，若干，小政党に有利に働 くことになる。 1987
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ハーブ・ニューマイャ一式

SPD 186 
CDU 174 
CSU 49 
FDP 46 
Grunen 42 

総計 497 

ドン卜式

188 
175 
49 
45 
41 

498 

年の連邦議会選挙を例にして示すと左

表のようになる。

第二票の具体的な議席配分について

は，選挙法6条が規定する。今回の事

例を後に示すので参照してもらいたい

（三章のC）。まず，政党の議席配分数

を確定し，これを各州に振り分けると

いう二重の計算をする。総議席の656

に各政党の第二票を掛け算し，これを第二票の総数で割算する。この結果生ずる不足分を，

小数点の大きいものから拾っていって総議席数に合わせる。同様のことを，次に州段階で繰

り返し， 当選者数を州のそれぞれの政党で確定し，これをラント リス トに当てはめて当選者

の名を確定する。第一票と第二票が同ーの政党に入れられるであろうことを予想して，総議

席の656を掛算の対象にしているのである。

直接選挙と比例代表のハーモニーは，第一票で選挙民は議員との個人的な繋がりを期待し，

第一票が死票になった票は，第二票で通常は蘇るのであり，その意味で選挙の勝者を決定す

るのは第二票であると言われている。いわゆる大物議員は，地区選挙で選出されているが，

かれらは同時にラントリストの上位を占めており（重複立候補），議席獲得の機会が厚〈保

証されていることになる。第一票で投じられる地区選出議員も政党を離れては活動できない

わけであり，こうした選挙では個人の顔は消えて，政党がとにかく前面に出てくることにな

る。先に記したように，ジャーナリズムの選挙報道も，選挙の前と後と変わりなく「政党」

がどれだけ票を取ったか，その結果どれだけ議席を獲得できたかに絞られてくる。この点で，

日本の選挙報道とまったく対照的であった。テレビによる選挙結果は， 日本のように途中で

「00さん当選確実」という個人中心ではなく ，コ ンビューターで集計された政党別の得票結

果がまず一斉に報道されてそれでおしまいである。選挙事務所から，当選のインタビュー も

なしあるのは党首の政党本部でのインタビューだけであった。政党本位の選挙のあまりに

も数字合わせのゲームに味気なさを感じつつ，問題は政党が何をやるのかだなと改めて確認

した。

ボン基本法は，「政党Jを完全に認知し，政党の存在を前提にした議会の運営を予測してい

る点て1 日本の憲法とは異にしている。政党を憲法的に保障する以上，この政党は憲法が定

めた基本原則に従わなけれは‘ならなくなる。憲法的に保障するということは，政治的な意思

形成手続きに参加する唯一の団体・法人ということであり，そのかぎりで財政的に援助され
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Or.Konr d草lmer

投票妨害。SPDにPDSが対向している。

る。基本法21条はこのことを定めているが，この設立を自由な国民の意思と しつつ，これが

「民主的な基本原則」に一致しなければならないこと，それが憲法の枠内にあるかどうかは，

連邦憲法裁判所が専権的に決定できるとしている。ここではこの点を深くは言及しないが，

社会主義国憲党（SRP）と ドイツ共産党（KPD）という，右と左の政党が，1952,1956年の

戦後初期の段階ですでに違憲・解散とされていたことの事実を想起すれば十分であろう川。そ

の後，数度に亙って違憲判断を求められたことがあるが，違憲と いうドラスティックな判断

に至るものではなかったことを考慮すると，多分に先の二つの憲法判断は象徴的なものであ

ったと言うことができょう。さらに，統一後になって，旧東 ドイツの政党がすべて一掃され

た後に，PDSの設立が認められたこともドイツの政党の憲法からの許容範囲を知る上で参考

になろう。つまり，II住ーの社会主義政党であった SEDとの関係はその経緯から して明瞭であ

るにもかかわらず，1990年 2月の段階では， PDSは「われわれの政党はもはや SEDではない」

と宣言するに至っている問。

政党法に依れば，政党と しての法人格は， 6年間，連邦議会ない し州議会選挙に参加しな

かった場合に失われる。当選者を出さなければ財政的な援助が得られないのであるから，小

政党とすれば選挙活動を続けることは厳しい要請となる。最近の例では，代替党（Statt）が

1993年のハンブルクの選挙で5%の障害を超えた（5.6%）とたんに， SPDと連立を組むとい

うこ とが生じている。この政党が登場した背景は，1980年によ り現代的な要請を受けて水星
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政党はその与えられた「公

的任務」（政党法1条）を果た

すことで，政党助成を受ける

妙訓話似品髄:II..(t). dt.見此品ばが，政党法は選挙収入につき

詳細に規定している。対象の

グリュンの広告，「我々は変化を望む」（緑の党） 選挙は，ヨーロッパ ・連邦 ・

州議会選挙であり ，その年間

総額が，230億ドイツマルクを超えないものとなっている。原則と して， 1有効投票につき 1

マルクとい告ことになっている。政党によって収入源はさまざまであるが，大政党はこの選

挙収入と党員収入で60～ 70%をカバーしている。この助成を受けているかぎ りにおいても，

各政党は決算報告の義務を負っており，この数値は公表されることになる。参考までに最近

の各数値を示しておく。本年度の数値の単位は100万である。 SPD=88,74, CDU= 74, 

CSU=l7,77, Gri.inen= l5,47, FDP=l0,63, PDS= l0,63, となる。市念計221｛意マ／レクであ
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SPD 

党員収入 121. 291. 239 
47. 01% 

資産収入 5,426.207 
2. 10% 

活動収入 3, 685. 638 
1. 43% 

寄 付 25. 601. 406 
9. 92% 

機会平等 日， 129.147 
収 入 3. 54% 

選挙収入 72,408.599 
28. 07 % 

議員によ 16. 870,983 
る補助金 6. 54% 
その他 3. 594,918 

1. 39% 

合計 258,008,137 

り，この他の政党には，

I億マルク支払われたに

すぎない。 二大政党で全

体の70%を占めているの

であるから，その力関係

はその数値からでも迎解

できょう 。

この上記の数字から政

党の輪郭が｝）ff色気ながら解

ってこ よう 。SPDは多く

の党員をもち，その仮｜人

による党費（組合員によ

るものも多〈含まれる）

によるところが多い。

CDUは個人の党費もさ

ることながら，企業 ・団

休の寄付に大きくよって

いる。 FDPとCSUがほ

ぼ同様の傾向にあること

CDU  

84,392.271 
40. 87% 

3,472,425 
1. 68% 

3. 068, 927 
1. 49% 

42, 789. 608 
20. 72% 

6. 877,740 
3. 33% 

49. 491. 764 
23. 97 % 

8. 237,567 
4. 00% 

8. 129. 059 
3. 94% 

206. 522. 361 

CSU  FOP Grtinen 

15. 112. 929 9. 230,207 5. 656,060 
26. 21% 20.44% 9. 23% 

1. 447. 828 289,216 1.919.260 
2. 51% 0. 64% 3. 13% 

764,943 223. 384 154,245 
1. 33% 0. 49% 0. 25% 

17. 754,235 15. 008. 361 12. 196. 068 
30. 79% 33. 23% 19. 89% 

2, 926. 487 2. 758. 062 5,130,653 
5. 07% 6. 11% 8. 37% 

18. 216. 018 14. 393. 866 16. 136. 658 
31. 59% 31.87% 26. 32% 
536,305 2,411.988 19. 515. 790 
0. 93% 5. 34% 31. 83% 

907,151 847.412 600, 178 
1. 57 % 1. 88% 0. 98% 

57. 665. 896 45. 162,460 61. 308. 912 

活動報告書（ 1989)

一 一一一一－」鐘；，，J

「ドイツへの決断」 CDU
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も興味深い。

三例年選挙結果

a.総選挙の予想

連邦選挙の前の地方選挙の推移を見ていると，政権の交替が起こり得ることが十分に予測

きれた。その数値を表にしてまず提示することにしよう。

州の選挙はたしかに，各州、｜の特色が現われて直接の参考にはならないかもしれない。例え

ば，南部は CDUとくに，バイエルンは伝統的に，CSUが圧倒的に強〈，北部の都市部は SPD

の地盤であり，さらに，旧東 卜、 イツ地区では， PDSが善戦するという特色は簡単に指摘する

ことができる（η。CDU/CSUの議員にカソリックが多く ，SPDに新教徒が多いのもその関係

かもしれない（B）。党の性格からして，都市部では，もともと FDPの支持者が多かったが，こ

れが90同盟・緑の党に変わってきたことも一応指摘されている。地区と年令による政党選択

については後に分析することにして，連邦参議院の勢力分布は， SPDが， 68議席の内で34は

数えることができる。先に記したように，どの政府がその州、｜を支配するかによって，州選出

議員の政党数は異なってくるので，いまのところではその数は確定的ではない。 SPDの政府

では，プランデンブルクの 4議席，ニーダーザクセンの 6百lr，市， ノjレドハイム ・ウ。ェストフ

ァーレンの 6~義席， シュレスヴ、イヒ・ホノレンシュタインの H義f市，ザー／レラントの 3ft義席が

確定しており，その他連立の州で11はSPD寄りだからである（9）。

CDU FDP SPD 90Bundnis/ PDS 政府

Grunen 

3月ニーダーザクセン 36.4 4.4 44.3 7.4 SPD 
6月ザクセンアンハル卜 34.4 3. 6 34. 0 5. 1 19. 9 SPD 

B/G 
欧州議会 38.8 4. 1 32.2 10. 1 4. 7 

9月ザクセン 58. 1 1. 7 16.6 4. 1 16. 5 CDU 
ブランテ‘ンブlレク 18. 7 2.2 54. 1 2. 9 18. 7 SPD 
バイエルン 52.8 2.8 30. 1 6. 1 CSU 

10月メクレンブルク 37. 7 3.8 29.5 3. 7 22. 7 CDU 
SPD 

テューリンゲン 42. 6 3.2 29. 6 4. 5 16. 6 CDU 
SPD 

ザールラント 38. 6 2. 1 49.4 5. 5 SPD 

I 0一
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一 SPDとCDU/CSUへの投票

連邦議会選挙を真に占うという意味では， 6月の欧州議会選挙が注目された（選挙権者と

して，一部の外国人を認めてはいるが）。この結果から判断するならば，現政府の組合せも，

赤（SPD）と緑（B/G）の連立方式も，信号連立，つまり，赤・緑・青（FDP）も，いずれ

の組合せによっても過半数に至らないという困った状況が生ずることになる。かつて戦後の

一時期に大連立がなされたが（1966～ 69），これと同様の政府かあるいは少数派内聞かの議論

がささやかれるようになった。しかし，連邦選挙の結果は，こうした危倶を一掃したことに

なる。 ドイツの代表的な週刊誌のシュピーゲルによる選挙予想を追っていくと次のようにな

る。「次の週に連邦議会の選挙があった場合に，あなたはどの政党に投票しますか」という質

問の回答が下表である（ 8月29日号）。 6月の欧州議会選挙が転機になって， SPDの凋落が明

瞭である。 93年の夏から維持していた有利な数字が，結局は一年もたなかったことになる。

これに統〈同様の質問について，選挙の前までをさらに表にしてみた。

単位は%

CDU/CSU FDP SPD B/G PDS 

Nr35 41 8 35 9 5 

36 42 6 36 7 4 
40 41 6 36 7 4 

41 42 6 37 7 4 

得票結果 41. 5 6. 9 36. 4 7. 3 4.4 

この得票率と議席数が必ずしも一致しないことについては後程具体的に分析するが，この

週刊誌の予測が殆ど投票結果と違っていないことに驚かされる(10）。欧州議会選挙と比較して

明らかなことは，二大政党が盛り返しをしており，とくに， CDU/CSUにそれが顕著になっ
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て現われている。 SPDには有権者は，失業・社会的正義の実現を求めていた。他方，政権政

党の CDU/CSUには，民主主義の擁護・青年の薬物からの保護，といった社会的な安全が求

められていた(11）。簡単に図式的に言えば，「経済的な改善か社会的な安定か」という争点に集

約されよう。その意味では， 93年は経済的な改善が最優先課題であったが，政権政党に有利

な状況として， 94年夏には経済の展望が少し開けてきたことが指摘される。これは長期的展

望によるが，95年には， 本格的に ドイツ経済は好転するという 予測が，国民に安心感を与え

たのかもしれない。他方，旧東ドイツ地域では支配力を盛り返していた PDSは， 9月の段階

では，連邦全体での 5%の障害にぶつかることになる。シュピーゲル誌でもこの数値を赤で

囲って強調していた。後に紹介するが，この政党のあまりにも強い抵抗姿勢に反発が示され

たことと， CDUの反 PDSキャンペーンが；ちりを奏したのかもしれない。他方で，マスコミ操

作の典型例は， FDPの巻返しにあった。このリベラル政党は，過去に連立のパートナーを代

戦後ドイツの投票結果

National, a5ssw 
Bun des tag 即日 SPD z CDU/CSU FDP BP WAY DP Rechte b unab-

hang. 

a) l 
W. P. Ahg. 402 15 131 10 139 52 17 12 17 5 
1949 b) 3 

2 BHB 
日＇.P. Abg. 487 151 2 224 48 15 
1953 27 
(ab4. l. 57 497) 

3 
W. P. Abg. 497 169 270 41 17 
1957 

ι 
W. P. Abg. 499 190 242 日7
1961 

5 
W. P. Abg. 496 200 245 49 
1965 +z Gas te 

6. 
W. P. Abg. 496 224 242 30 
1969 

7. 
W. P. Abg. 496 230 225 41 
1972 

8. 
W. P. Abg. 496 214 243 39 
1976 

9. 
W. P. Abg. 497 228 DIE 237 54 
1980 印刷聞

10 
W. P. Abg. 498 193 27 244 34 
1983 

ll. 
W. P. Abg. 497 186 42 223 46 
1987 
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え，政権の変化を造る役割を果たしてきた。ところが，近年の州の選挙では 5%を超えるこ

とがなく，連敗を続けてきた。この忘れかけようとしている政党の外交の役割（ゲンシャー，

キンケルと続いて外務大臣を出している）を救おうというのが，保守的マスコミ（例えば，

フランクフルト・アールゲマイネ紙）の役割であり，投票の結果からしてその効果はあった

と言えよう。つまり， FDPは第 2投票の有効な利用により， 5%の障害を超えることが出来

た。例えば，へッセン州では， CDUは第一投票が45.1%なのに比して，第二投票が40.7%と

下る。他方，パートナ一政党への援助として， FDPは第一投票が3.4%に比して，第二投票で

8.1%と浮上し，ラントリストから 3名の議員を当選させている。

b.投票率と得票結果

ドイツ連邦選挙の投票率は，わが国のそれと比較すると驚くべき程高い。 18歳から一定の

居住要件を満たすドイツ人に選挙権が認められるが，この選挙権の行使を国民としての義務

の行使とする態度の表明が，高い投票率となって現われている。この投票行動は必ずしも政

治家にたいする信頼度の表明ではなく，あくまで自分の権利・義務は行使しなければならな

いという道徳的な感情から来ているものと思われる。 60～70歳台を一番の山として，その投

票率は柔かなカーブを描いており，青年層が極端に落ち込むということはない。全体の投票

率の数値のみを記すと，198'.l年＝87.8, 1987年＝82.1, 1990年＝75.7 （旧西ドイツ地域），

73.9（旧東ドイツ地域，ベルリンを除く），であった。今回の数値が， 79.1%であるからほぼ

同様の傾向を示している。ただし，ベルリン（78.7%）を除く旧東ドイツ地域が，今回も72.6%

と比較的低い数値に終わったことが気になる。年令に応じてどのような投票行動に出たかの

数値は残念ながら入手していない（】ヘしかし，予測されることは，投票率の高い，高年齢の

有権者がCDU/CSUを支えていることは確かである。とくに年金生活者は，生活の安定を第

一と考えるであろうし，これまでと変わらない生活を求めたであろう。これは地域の如何を

問わない現象と考えられ

る。旧東地区（ライブチ

ッヒ）から，統一後，こ

ども達の住んでいる西側

に移り住んでいるある老

人から聞いた話がそうで

あった。

きて， もう一度全体の

ならした第二投票の有効

全体獲得議席数 第二得票数 % 1994 % 1990 

CDU 244 16,089.491 34. 2 36. 7 
SPD 252 17. 141. 319 36.4 33.5 
CSU 50 3. 427. 128 7. 3 7. 1 
FOP 47 3. 257. 864 6.9 11. 0 
B/G 49 3. 423,091 7.3 5 
PDS 30 2. 067, 391 4.4 2.4 

REP 。 875. 175 1. 9 2. 1 
Graue 。 238. 282 0. 5 0. 8 
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な確定数値を検討することにしたい。すでにこの数値から議席を導きだす方法については言

及しであるのでもう一度参照していただきたい。全体議員672の内，約 4分の 1(26.2%）に

あたる176名が女性であり， その割合は前回（20.4%）より高くなった。

一見して明白なことは，政権政党の凋落がはっきりしているが， CDUとFDPの落ち込み

方が顕著で、ある。 CSUはバイ エルンだけの政党であるから数値が変わらないのは当然であ

る。 CDUとFDPが伸びなかった理由の一つは，旧東地区での低得票との関係である。両政

党への投票の西地区で、の総計が49.9%なのにたい して，東の 5つの州の総計が42.5%とかな

り低い。とくに，FDPが 5%を完全に下回り，ザクセンに至っては3.8%に終わっている。

CDUだけをみると，前回の42.2%が38.9%とひどい落ちょうである。そのイtわり，この州で

はPDSが16.7%も獲得している。その他，政権政党の落ち込みが顕著だ‘ったのは，ハンブル

ク，ハノーファ，フランクフルトといった大都市であった。東の 5州では， PDSは17.1%と

いう数値を残し，前回の10.6%をかな り上回った。統一後4年の政権政党にたいする東地区

の回答は，明らかに否定的なことになった。東地区と都市部が政権政党に批判的であったこ

とは，これからの政局の運営に大問題を残すことになろう。

c.第一投票と第二投票の関係

すでに記したよ うに（二章），第一投票と第二投票は微妙な関係にある。第一・二票に全て

の投票者が同一政党名を書くであろうことを予測してできたこの制度は，思わずの結果を生

むことになってしま った。第一投票は地区選出であるから，ぞの数は328と確定する。絶対多

数を獲得した第一位が当選になるが，60%代での圧倒的な当選から， 30%代の激戦をくぐり

抜ける場合もある。しかし，その多くが40%代で決着が付いているようである。殆どの選挙

区で5大政党が候補者を立てているから票が割れるのは致し方ないことである。大物候補者

はこの選挙区で当選ということになる。 例えば，コール首相は自分の選挙区のルー ドヴイツ

ヒハーフェンで，前回よりも票を伸ばし46%を獲得している。小選挙区制の醍醐味として，

大物どお しを意図的にぶつける事も可能で、ある。ラントリ ス トで生き返ることができるから

である（1九ところが第二票に異なる政党名を書く戦術が，意図的に展開されると「超過議席」

が大量に生じ 基本法で定められた選挙の平等原則 （38条）を侵しかねない状況が生ずる こ

とになる。つま り，第一票をもって第二票により振り分けられた数よりも多く与えられた政

党には，この超過議席が与えられる（選挙法6条 4項）。 例えば，100を定員とするモデルを

考えてみよう。ある政党が第一票で48の選挙区で勝利した場合，この数値のまま直接の候補

者と して連邦議会の議席をまず48確保することになる。次いで，第二票では40%を獲得した

場合は， 40議席が与えられる。第二票が得た議席よりも，第一票が得た議席は 8議席多くな
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この超過議り，議席数の総計は少なくとも108ということになってしまう 。1990年の時にも，

連邦憲法裁判所の席は 6出ていた。 1988年の選挙で生じたこの超過議席の合憲性について，

この時はその数値が僅かで、あるという理由により， 憲法訴願訴訟は却下され判断があるが，

(BVerGE,79, 169）。ている

今回の選挙では16議席という無視できない数値が出てしまった。 CDUに12議席，SPDに4

232+ この数値を引算すると，新政府は CDU,（数式は下記に示 しておく ）。議席である

CSU, 50十FDP,47=329となり，野党の合係数の327に2議席多いに過ぎないという不安定

政党議席 第二票数 第二票総計 完全割当 残り 高数に応じた 総数

分 議席

DU 16. 089. 960 232. 456479 232 
PD 17. 140. 354 247. 631836 +l 248 
DP 3. 258,407 47, 075183 47 
SU 656 × 3. 427,196 : 45. 406,408 49, 513728 +l 50 
tin巴 3,424.315 49, 472106 49 
DS 2, 066. 176 29. 850664 十l 30 

45,406,408 653 +3 656 

C
S
F
C
G
P
 

ラントリストへの配分（CSUの場合）

11イ 議席 第二票数 第二票総計 完全 残り 高数に応 総数 過剰

割当分 じた議席 議席

S. H. 702,367 10. 127380 10 
H 343. 398 4, 951431 十l 5 
N. L 970, 664 28. 429284 28 
B. 119. 063 1. 716761 +l 2 
N. W. 3,997,317 57, 637032 十l 58 
He. 1. 417, 692 20. 441602 20 
R. P. 1. 061. 643 15, 307755 15 
B. W. 232 × 2. 451. 917 16,089.960 35, 354018 35 +2 

2Sa. 250,978 3, 618834 +l 4 
Be. 612. 217 8. 827513 十l 9 
M. V. 378,274 5, 454306 5 十2
Br. 385. 383 5. 556810 十l 6 
S. A. 582,294 8. 396056 8 十2
T. 586,440 8. 455837 +l 9 十3
Sac. 1. 229, 313 17, 725377 十l 18 十3

16,089,960 224 +8 232 12 
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状態が生ずる。今回の選挙でのー当選議員に必要な票数は概算で， 69,216票であるが，CDU

の場合はこれよりも，3,260粟少なかった。今回とくに超過議席が多く生じた理由として，連

邦統計局は次のようなコメントを寄せている（1九①第一票に大政党，第二票に小政党という

投票分割を行なったものが多数いた。②新たな連邦州の比較的小さな選挙区にて，第一票の

超過評価iがなされた。③東 ドイツ地区の低い得票率が結果を歪めた。 しかし，問題を東 ドイ

ツ地域の問題lこす り替えてはならないであろう。フランクフル ト大学のマイヤー教授がこの

選挙法の権威であ り，この超過議席が憲法違反であること，この超過を止めるためには，「候

補者の算定に際して，第二票の清算を州の限界を超えては行使しないJという手法をアドバ

イスしてくれた。緑の党が提訴したのでいずれこの問題は，連邦憲法裁判所の判断として示

されるこ とになると思われる。

d.小政党の悲哀

本年度の選挙で登録した政党数は全部で22あり，このうちの議席を獲得したのは 6政党で，

その第二投票の合計が96.5%ということを鑑みれば， 他の政党が獲得した数値は圧倒的に小

さし国民に無視されたことになる。残りの政党の獲得票数の合計は，1,698,292票（全体の

有効投票数は，47,104,576）である。一応これらの政党の名前だけを紹介しておく。なお，

ドイツ語での表記法を用い，順番はリスト表に したがっている。数値は獲得パーセントで括

弧内は1990年の数値である。

7. Die Republikaner =1. 9 (2 .1) , 8. ST A TT Partei die Unabhangigen =O .1, 9. Bund 

Sozialistischer Arbeiter, deutsche Sektion der Viertel Internationale =O O, 10. DIE-

GRAUEN=0.5 (0.8), 11.Tierschutz Mensch Umwelt=0.2, 12.Autofahrer-und 

Blirgerinteressen-Partei Deutschlands =O. 0, 13. okologisch-Demokratische Partei =O. 4 

(0. 4) , 14. Blirgerrechts-Bewegung Solidaritat =O. 0 (0. 0), 15. Christische Mitte =O. 0 

(0 .1) , 16. Deutsche Zentrumpartei =O. 0, 17. Partei der Arbeitlosen und Sozial Schwa-

chen =O. 0, 18. Die N aturgesetz-Partei =O. 2, 19. Marxische-Leninistische Partei Deutsch-

lands =O O, 20. Bauerpartei =O .1 (0 .1) , 21. Christliche Liga, Die Partei flir das Leben= 

0. 0 (0 .1) , 22 Partei Bibeltreuer Christen =O .1 

一見して明瞭なことは，新llJiiの政党が 8もあることであ り， 金銭的な意味でも政党活動を

続けることの責任しさを知らしめてくれる。選挙法によれば，連邦議会選挙ない しラン ト議会

選挙で少なくとも 5人の当選者を/J：＼している政党は，自動的に候補者をたてる ことができる。

その他の政党は，選挙区選挙では少なくとも200名の有権者の推薦，ラン トリ ス トへの掲載

は，ラン ト有権者の1000分の l以上で2000名までの推薦が必要で、ある。 この数字は必ずしも
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政党の立候補を制限するほどの数ではない。問題は選挙資金にあることは言うまでもない。

小政党（党員が少ないという意味で）といっても内容はさまざまであるが，一応類型区分が

可能である。キリスト教の少数派の政党は， 15, 16, 21, 22と多様で、ある。緑の党と同様に，

市民政党しかもエコロジーの擁護を訴えるのは， 8, 10, 13, 14, 18と続く。 10はその名の

通り ，老人福祉の政党である。この内で8はハンブルクで，既製政党に「代わる もの」とい

う主張が受けて，5.8%も獲得したが，さすがに全国区では知名度が浸透した訳ではなかった。

東 ドイ ツ地区の政党として， 9と19があり 19は新顔である。統一に伴い西ドイツの政党法が

旧東ドイツ地区にも適用になり， 1年以内にその規約がこの新しい政党法に適合しなければ

ならないことを受て旧政党は消滅した。 PDSにそのすべてを旧東ドイツは託することになっ

たが，その不満分子がこの新政党を支えている。 しかし， 1990年にはその他の政党は，この

5つの州で2.58%と西地区よりも多かったが，今回は1.02とふるわなかった。おそらく今回

は棄権に回ったことが予測される。問題は，極右のリパブリカーナであるが，政権政党の反

極右 ・極左のキャンペーンが功を奏して，その数字はまったく無視しでも よい数字に落ち着

いた。国内の治安の維持を政策に掲げていた CDUが一番この数字を喜んだと報道されてい

る。

テレビを見ていて，この小政党の政権放送が面白かった。どの政党にも政権放送として，

短い独自に製作したフィルムを放映する権利が保障されている。 リパプリカーナーの内容は，

左の PDSとのバラ ンスをとるためには，右が議会にいなければならない という消；極的なも

のであった。放送法からしても，ネオナチを標楊することは不可能だからである。しかし，

一般の番組を見るかぎりでは，これらの（小）政党はかなりな程度に無視されていた。シュ

ピーゲルが統計を取ったところでは国営の ARDの放送で，へルムート ・コールは合計で6時

間11分，SPDの党首シャーピインクは 5時間17分であるのに比して，リパブリカーナのシェ

ーンフーパーはたったの 8分であった（40号28頁以下）。とくに， CDUのマスコミ 宣伝が功

を奏したと指摘きれている。 SATlはコールの放送局としての別名があ り，コールの 6時間

にたいして，シャーピンクは 2II寺聞の放映II寺間であった。 比例代表では，本来は利益代表の

影響があってもいいはずであるが，小政党にはその意思が反映されなかったようである。 20

の炭民党は EUの自由化の中で最も深刻であったはずである。以下，簡単にこれらの政党の

中で特色のある， リパブリカーナ（REP）と環境民主主義政党（ODP）を紹介することにし

よう。

REPは1983年南部のバイエルン州で旗揚げ、し， 1989年に至っては 5%の壁を超えて地方選

挙で議席を獲得するに至 り，マスコミでも一躍注目されるようになった。しかし，政党内の
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内紛もあり，地方選挙ではいくつかの選挙で議席を獲得するも，連邦レベルでは確たる数字

となっては現われてはこなかった。かつてナチスを生み出したバイエルンを母体とすること

もあって，かなりの右の過激主義を自負していることは確かで、ある。党首のシェーンフーパ

ーは，かつてナチスのssに所属していたことを公言している。その政治スローヵーンの基調が

「大 ドイツの実現」にある し， 国内での外国人排斥を指示する。外交政策では現在の西側の

安全保障同盟を否定する。 ドイツを強くするという観点で，家族や青年問題を熱く議論する

態度は，かつてのナチスを初？？｜；させるものがある。ついでに環境問題にも言及するが，「ドイ

ツにたいする外国人の初径が終わったときに，われわれ国民の生活領域を確保し得るであろ

う」の主張には驚傍を感じない訳にはいかない。先にも述べたように，こ うした極端な主張

が逆に政権政党に票を集めさせる原因になってしまったことは皮肉であった。

これに比して ODPの訴えたところには正論が多かった。その選挙の政策は，「エコロジー

の均衡と循環経済，人類 ・自然 ・環境の保護，国際社会への貢献，国内の統ーの完成，民主

主義の実現Jにあった。すでに緑の党を初め環境擁護を訴えることは新しいものではない。

この党の意図は，民主主義の実現，つまり基本法の枠内での民主主義が正しく実践されるこ

とを望むことにある。 「政治の現実は，深〈落ち込んでいる。政治的不愉快なこと， 議会への

市民の信活性と信頼の喪失」にある。政治の浄化を訴え，基本的には「国家と経済」が分離

すること，議員の贈収賄を刑事罰と し，企業 ・団体による政治献金を禁止すること，直接民

主主義を連邦レベルで導入すること，自然 ・動物 ・環境保謎団体そして人権保護団体は団体

訴訟の権限をもちう ること，ゲマインデはより自治能力をもつこと，連邦参議院の格上げ等

により連邦主義を強化すること，を掲げている。既製政党を最大限に批判する主張も，投票

結果からするならば，小政党の主張として有権者には直接には響いて行かなかったことにな

る。

e. フランクフルト市での投票行動を分析する

フランクフルトは，へッセン州では最大の都市，金融，飛行場そ して平和研究所を合わせ

て3Fと呼ばれている。へッセン州は赤と緑の連立政権を始めたところであり ，その意味で

は新しい政権の予行演習をしていた（連立ではわずかに50%を切っている不安定政権ではあ

るが）。フランクフル 卜市では第一投票で決められる選挙区選挙では，三議席とも CDUが独

占するという現象が起きた。人口約70万人，しかも外国人が約28%と増え続けている都市で

ドイツが示した反応は， 安定ないし積極的な改革の方向であったと言えよう。統計で確認し

たい。数字はすべて%である。

SPDの凋落は明瞭で、ある。他の州、｜では伸びているのにこのフランクフル トでは何故落ち込
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フランクフルトの投票，フランクフルト・ルントシャウ1日月 17日

1994年 1990年 1994年 1991年
連邦選挙 連邦選挙 ヨーロ ッパ議会選挙 州議会選挙

CDU 39. 9 40. 9 36. 2 42. 7 
SPD 30. 1 34. 0 27. 8 33. 7 
FDP 8. 8 11. 0 4. 6 6. 7 
Grunen 14. 5 8. 2 17. 9 13.5 
REP 2. 8 2. 5 5. 5 2. 2 
PDS 2. 1 0. 9 l. 8 
Graue 0. 9 l. 5 l. 1 l. 0 

んでいるのだろうか。 州議会での運営，市長 v.シェーラーへの批判票，そしてヨーロ ッパ銀

行もやってくる金融の都市から して， SPDの経済政策は魅力を欠いていたものであった。

CDUはこの都市の周辺高級住宅地区では，45%以上という圧倒的な数字を記録している。他

方で，本来の SPDの地擦である市の中央部では，緑の党に相当侵食されている。学生寮のあ

るボッケンハイムでは，緑の党が第一位の投票所もあったく らいである。さらに，他では人

気のでなかった REPが PDSの上にいっている事実に注目せざるをえない。 これは明 らかに

外国人に寛容であ り統けた，この都市への批判票の高ま りであることは確かである。外国人

登録が，他の州、｜に比べると簡単であり，政治亡命の受け入れを認め続けたことで，外国人は

全人口の比重を高める一方で・あ る。1977年は18.4%,1987年は20.4%, 1991年は25.6%であ

るから， ドイツ人の苛立ちも分からないではない。この時点で，外国人の地方選挙権の見直

しが伝え られ，FDPはドイツで誕生した第三世代を別枠で国籍法に記することを提案してい

る(15）。
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この外国人に支配されそうで，高収入者はより郊外の衛生都市に移っていき，若者の一部

は薬に救いを求めるという，悩める都市において，残されたドイツ人がCDUと織の党に向っ

たことは分からないでもない。 SPDは国内の財政政策の青写真作りに失敗したのであろう

か。 95年の州議会選挙での SPDのたて直しが注目されよう。

四政党選挙と政策ーまとめー

コール政権は戦後もっとも長命の政府として，連邦選挙ーか月後に組閣を終えた。従来と

同様の，CDU,CSUそして FDPの連立政権であるが，公約どおりに閣僚のポストを二つ減

し，数を減らした FDPの閣僚入りを 5から 3に減らされた。しかし，外交・蔵相といった主

要大臣の15人は残留し，継続性を強調することになった。唯一目玉と して， 28歳で東独出身

のノルテ家庭高年者婦人青年大臣が登場し，コール首相（64歳）を含めても，平均年令50.5

歳という一見若造りの内閣が

作られた。しかし，与党と野

党の差は10議席にすぎず，こ

れからの議会運営は困難を極

めることが予測され，早期の

解散を示唆する論調もある。

今回の連邦選挙が統一後の政

府の勤務評定，安定した後の

ドイツの外交・内政の在り方

を問うものであったが故に，

この投票行動をここでまとめ

ておくことにしたい。

明らかに旧連立政権は全体

として，有権者から疑問点を

付けられながら，それでも代

わりが見つかるまでもう少し

の続投を求められ，その調子

が戻ることが期待された。こ

れは海外，とくにヨーロッパフランクフルト ・ルントシャウ 1日月 31日

ハU
円
ノ
臼



棄権者 棄権者

諸国の政府が述べ

た感想、と大体一致

する ところのもの

である。前回の選

挙 と比較して，得

票の動きが一番顕

著 だった のは，

CDU / CSUの

票がSPDに流れ

たものである。そ

れを図にしたので

参照して もらいた

。
）
 

仰

bl
 

（
 、av 

FDPからは 出る だけ，PDS

には集まるだけのこの図から， I) 

ベラ リズムの行く末と東地区の不

満を再度確認することができょう。

CDU/CSUから SPDに変わ り

得るとしたのは，実はマスコミや

SPDの！j戎やlijにイ衣るものであ った。

SPDは新聞の大きな公告で，コ

ールの顔が， 6度変わればシャー

ピンクになるというモンタージュ

写真を作り，変化を起こそうとし

た。しかし，この写真は変化を言

うのか，政策の継続を言うのか中

途半端な所を残してしまった。今

回の選挙では，先にも記したよう

にSPDが経済を再建する意味で，

その統治プログラム「 ドイツの改

シュピーゲル誌の表紙，左がシャピンク・右がコール 革」を示していたのに比して，
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CDU/CSUの政府プログラムは「われわれはドイツの将来を保障する」を示していた。

ところがその中身をみるとその並は、せ方は確かに異なるが，その内容とする所は大きく違わ

ない。

第一に挙げているのは， SPDは職場を造ることであり， CDU/CSUはドイツの内的統ーの

完成することと異なるが，逆の同ーの内容は SPDは4番目， CDU/CSUは2番目に置いて

いる。環境保護，女性・家族の保護を示すことは同様である。敢えて言えば，その笑現の方

法として SPDが社会国家を用いている点が追うだけである。第一に SPDが職場の創造をう

たったが，これが経済の復興が見えたことで裏 目に出たこと，逆に CDUの主張の方が現実性

があると思われたからこそ， CDUは予想以上に落ち込まなかったのかもしれない。筆者はこ

の両政党の違いを，どちらとも一番最後に触れている，平和 ・外交政策に見付けた。次章に

各政党の主張を掲げているのでそちらを参照してもらいたい。

両者とも，現在の NATOと連邦軍の役割については従来どおりの路線を認めているし，パ

ートナーとしてアメリカとの関係を重視するのも同様で、ある。国際的な軍事活動については，

CDUは防衛力が国際危機管理にも作用するとして，はっきりその限界を示すものではない

が， SPDは湾岸戦争のような形の戦いには参加しないという歯止めを明らかにしている。こ

れは連邦軍の NATO領域の外への派遣の可能性に関する議論が，連邦憲法裁判所の判決に

より一応結論付けられたことへの反応で、ある（BverGEvom 12. Juli. 1994）。さらに， SPD

は軍縮と武器ii命出の制限を明らかにする。これの中聞が FDPであり，歴代の外務大臣をこの

党は輩出しているので，外交政策は最も具体的で、ある。しかし，これらの最後に論じた論点

は，あまり争点として議論されなかったような気がする。 ドイツでの外交路線はすでに一定

の方向で進んできたからであろうか。

ついで，すでに断片的に述べてきた東ドイツ地区での投票行動を振り返っておこう。投票

率が他の地域よりも低かったこと，政権政党への反発が顕著であったことはすでに指摘した。

とくに FDPは前回は， 13.1%もあったのに，今回は3.62%と極端に支持者を失ってしまっ

た。この地区をあまり特別視することはよくないことかもしれないが，他地域とは際立った

得票行動をしているは，明らかに統一後の問題が依然として解決されるには至っていないこ

との反映である。問題は， FDPが積極的に否定されたことの結果とするか， PDSに得票が集

まったことで， FDPが消去法的に票を失ったと見るか，という分析のいずれかになるであろ

う。そのどちらとも当たっているような気がするが，FDPはドイツ全体で票を失い，「リベラ

リスムの終鷲」 の時代とも言われている。その傾向が東ドイツ地区では顕著で、あり， PDSに

より多く侵食されたということになる。では，この東地区の人々がなぜ PDSをより強く選択
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したのであろうか。

州議会の選挙の好調さを持続して， PDSは先に記したように東ドイツ地区だけではどうど

うと第三位の位置にあるが，全体としては 5%の壁を超えることはできなかった。それでも

東の 4つの選挙区選挙で当選者を出したことにより，選挙法の規定にしたがい全体で30議席

を得た。党首のギジー（もともとは弁護士）はへラースドルフの選挙区でらくらく 50%近く

を取っている。その後に彼は再度シュタージーとの関係を間われていたが。異色の議員が多

いが，旧 SED政府の経済大臣をしていたルフト， 811哉の小説家ビスキー等が含まれている。

彼らはこれらの地区での経済の新興，職場の改善そして戦争反対の立場を唱えていた。政権

政党の財政政策，とくにそこから生じた増税や失業問題は，国家に支えられた経済状況から，

一転しての自由競争原理の中に置かれた東地区の混迷度をこの 4年間で深めたことになる。

この反発がPDSに票が集まり， FDPへのtttljとなったことになる。この現象にはもちろんドイ

ツのマスコミも関心をもち，小さな田舎町では皆の監視があるかのごとくしてPDSに投票す

る様子を紹介している。つまり， DDRに借りがあると感じているこの町の人たちは，長くこ

の町に住んでいる人たちが多く，相互に監視しあっていた状態が抜けきれず，他の人の行動

が善いにつけ悪いにつけ関心

がある。長＜ DDRを愛し，

DDRからの贈り物の中で生

活してきたと感じる人たちは，

一種のノスタルジアの気持ちも

込めてPDSの名を投票用紙

に印した。このレポー トの筆

者は，「この！！日には生活の危機

があり， 一層，l暖秋なのにも

拘らず寒さを感じる」という

文章で締め括っていた（l7) 

中俳句

フランクフルト・ルントシャウ 10月18日
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もちろん東ドイツ地区で最

も得票率の高いのはCDUで

ある（得票率は相当に落とし

てはいるが、）。ここでは，より

一層の安定を求めることとし

て， もう 一度われわれを開放



してくれた政党に一票を投じてみようという行動を起こした人々，きらに，変化を求めて

SPDに投じた人々がいたはずで，それは別にこの地区だけの特色にはならないはずである。

PDSの支持者は，自由よりも平等を相変わらず重要と考え，政治的関心が高＜， 30～ 40歳，

教育・職業も比較的高〈，なんらかの組織に参加している人々で，悲観的で、，経済は一層悪

化すると考える人々だそうである（18）。あのドイツ統一のH寺に，基本法の受け入れを拒み，独

自の憲法を望み，その延長で新たに制定された州憲法では，独自の国家目標を設定している。

チューリンゲン憲法（1993) 15条は，「快適な居住空間＇JJ，メクレンブルク憲法III章は「国家

目標」として，「ヨーロッパの統合，環境保護，女性と男性の平等の要求，こどもと青年の保

障，学校，文化と学聞の要求，労働・経済そして社会的援助，少数者と民族グループの保障，

自己援助のイニシアティーブ」を掲げる。これらの発想はボンには無いものである。

こうした一連の目標は，国家・州、｜の権限強化を求めることになり，形を変えた DDRよもう

一度ということになる。この思想には， FDPのリベラルは少なくとも障害になるはずであ

る。 FDPは冷戦の渦中では，保守と革新の中間政党として，いわば政治のit結性の役割を国

内において果たし，外に於いても政治的緊張関係の緩和の役割を演じたのであり，その限り

で外務大臣のポストを貰えたのである。この選挙で FDPは，「自由のための弁護，平和のた

めの仲間」をスローカリンを掲げていた。リベラルの神髄は，国家権限の制限にあり，個人の

自由を最大限に保障することにあるが， とくに東地区の市民にとって，国家が弱くなること

は社会保障の弱化を招来すると考えられ，それにも拘らず税金が高くなってきた恨みをぶつ

ける相手として， FDPが選ば、れたということになろうか。

きてこの分析も最後にまとめることにしよう。 小選挙区制と比例代表選挙の組合せは，後

者の性格がどうしても強くなり，その結果小党分裂はまぬがれない。いやむしろ，国民の意

思を性格に汲み上げるためには，多くの政党が政治に参加できるシステムが望ましいと言え

よう。したがって，この制度を採用するヨーロッパの国々のほとんどの政府が連立政権を組

まなければならず， ドイツでも戦後は連邦と州政府の殆どは連立によって成り立っていた。

連立を組むということは，政策のすり合わせをし，それが国民に分かりやすいものとして再

提示されることが少なくとも必要で、ある。その意味でも， ドイツの連邦選挙が政策選挙であ

ったという意味をわれわれは忘れてはならないであろう。 PDSは結局どこの州でも政権政党

になることを拒んだ。あくまでも野党でいたいという気持ちもわからないわけではない。政

府を形成した時の困難さが分っていたからであるし，依然として DDRを背負ったこの政党

の苦悩は続くことになるからである (19）。

完全に政党国家となった ドイツと，わが国の中途半端な政党の／Ji認の聞には大きな差があ
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る。一連の日本の選挙関係法の改正が，それだけで政治の浄化を促すとは思えない。その意

味で日本国憲法の理念が下位法規に伝わって行かないことの問題点を指摘して，まとめ とし

ておくことにする。

五資料，各政党の安全保障政策

以上の分析の資料として，私は安全保障政策の比較をすることが最も参考になると考えた。

政権政党と野党ではこの点ははっきりとした対立点を見いだすことができる。とくに，最後

に掲げた PDSは，「世界で最初の軍隊をもたない国」を提唱している。この党員に日本のこ

とをいったら一笑されてしま った。日本が軍隊をもっていることを知っていたからである。

緑の党も同様に， 最終的には連邦軍の解体を主張している。今もボスニア ・ヘルツエゴビナ
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「ドイツは最初の兵役拒否者にならなければ

ならないJ PDSビラ
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への NATO軍による飛行機による射

撃への参加を巡って，見解が対立して

いる。各党の政策が笑際の政治活動の

なかでどのように実行されていくのか

を， しばらく観察させてもらうことに

なる。政治の現実の中で，規範が作用

しうるのはどこまで可能なのであろう

か。政権政党と野党の主張の差を読み

とってもらえれば幸いである。

CDU ・「われわれはドイツの将来を

保障する」政府プログラム

第 4章 「われわれは一つのヨーロ

ッパでの平和と自由を保障する」

東西の対立の終駕は，われわれの平

和と自由を碓笑なものとした。しかし，

同時に，われわれはたくさんの世界政

治での危機に直面している。それは，

ヨーロッノマにおいても見られる，軍事

的な対立であり，そのことに起因する
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難民であり，囲内の安全の境界を越えた危機であり，環境への広範な負担で、ある。このよう

な挑戦に一国で対応できるものではない。ヨーロッパにおいて，われわれは平和と自由，経

済繁栄そして社会の安定と内政の安定，健全な環境を共通の連帯した行為をもって継続して

守っていくことができるであろう。

ドイツはその友とパートナーとの連帯をもってはじめてその安全を保障することができる。

CDUとCSUは，大西洋の同盟をさらに強化しようとしている。それは全てのヨーロッパで

の安全と安定の保障を確実なものにしている。西側の国家からわれわれを追い出すことにな

るあらゆる別の路をわれわれは明確に拒否する。われわれは統ーした国家ならびに一つの世

界の一員 としての責任をもつことを宣言する。

ドイツは孤立するのではなく 責任を果たす

市民の安全の保持

われわれの安全は同盟のパートナーとしての信頼に基づいている。 CDUとCSUは国際社

会の他の仲間と同様に， ドイツは原則的には同様の権利と義務を保障することに賛成する。

アメリカとの同盟は，北大西洋同盟を機能させる重要な要素である。北アメリカはヨーロ

ツパの安全にとっての不可欠の保障であり，そうあり統ける。したがって，環大西洋関係を

強化することになるロ ドイツ ・アメリカ関係を，さらに経済，科学，文化の領域においても
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形成することを望む。

ヨーロッパにおける変動によって， NATOの政治的・戦略上の役割は拡がってきた。そこ

でわれわれは北大西洋の同盟の改革を積極的に推し進めることになろう。防衛力を保持し，

同時に，安定した移動と戦争の克服を準備することが必要で、ある。

ヨーロッパの統ーは，歴史の上で最も長期に及ぶ平和の時代を保障してきた。この統ーは，

ヨーロッパの国家と国民がその将来を共有し，戦争による国家主義に陥らないための礎にな

っている。

われわれは WEUをヨーロッパ同盟の防衛機能として形成し， NATOのヨーロッパの支

柱を強化しようとしている。われわれはフランスとの政治的 ・軍事的関係を強め，と くに，

ヨーロコープのモデルとなろうとしている。

われわれは友好固と一緒になって，国連の改革に着手し，国連の行為能力と信頼性を強化

する。それは安全保障委員会の改革であり，国際政治情勢の根本的な変動に反応したもので

あり ， ドイツ国も安全保障委員会の常任理事国に着くことを含んでいる。

西ヨーロッパと同様に，中央・東・商ヨーロッパにおいても，これに匹敵する政治・経済・

社会的な安定が訪れるように，われわれは尽力する。

CDUとCSUは，＊と南東の隣国，とくに，ポーランド，チェコ，スロパキア共和国，ハ

ン方、リーが NATOに加入することに強〈賛成する。西ヨーロッパの同盟が東・東南ヨーロッ

パの諸国と組織的に結びつくことは，ヨーロッパ ・ユニオンへの道程の重要な一歩である。

NATOは平和のための協力のプログラムをもって，東の新しい仲間との協力関係を強化し，

個々の国家からなる統合を準備する柔軟な機構となってきた。ドイツは，ロシアと NATO聞

をECとロシア間と同様になるように，ロシアとの将来的な協力関係を発展させるための勢

力を利用するであろう。

新たな国際的な責任から，連邦軍も新たな課題をもつことになる。平和と安全は分かちが

たいものである。世界の至る所においてであれ，戦争による対立 ・紛争，危機と緊張は， ヨ

ーロッパ， ドイツにとっても直接・間接の脅威である。これらは，西側のわれわれの政治的

安定をも危機に至らしめる，世界中で生じている難民の動きを促す要因でもある。NATOな

いし WEUが参加しようとする，国連での国際的な軍事活動をドイツが将来的に強化したな

らば，われわれはこれを他国を助けるだけでなく，われわれの国に平和と安全を保つという

努力をなすという意識のなかで行使するものである。

こうしたことを背景にして，国家防衛の課題は新たな局面を迎えている。その課題はドイ

ツが同盟関係を守り， ヨーロ ッパの安定と統合を求め，国連憲章と一致した国際的安全に向

い，災害 ・人道的活動に協力することである。国家の防衛以外の連邦軍の導入は，西側の付I
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聞との共同にたいしてのみ問題になる。

防衛力に留まっているドイツの防衛力を，これらの全ては要求することになるが，この防

衛力は制限されることなく国際危機管理にも作用することができるのである。連邦軍はこれ

に相応しい構造をもっている。 5万人の範囲での危機対応部隊がある。連邦軍の平和部隊は，

34万人と定められる。一般的な兵役の義務は，われわれの社会で、の連邦軍を確実にするため

の表明である。したがって， CDUとCSUは一般的な兵役の義務を維持する。主防衛部隊と

戦時対応部隊の任務は，兵役の義務の柔軟な形を認めている。最小限の兵役期間は，10か月

に定められることになろう。役務の自由意志による行使は，12か月となる。 10か月を終えた

者は，法に規定される特別の任意の役務に就き，続く 2月を役務とすることができる。非軍

事的役務は， 15月から13月と短縮される。

こうした処置，その活動の合理化，不変の防衛費をもって，連邦軍は計画の安定を確保し，

必要な処置をとることができ，こうして連邦軍を将来的に改め，最良なものとすることが可

能になる。連邦軍の改革をもって，われわれは完全な活動能力をもち，国際社会での責任あ

るパー トナーとしてドイツの信用を強めることになる。

FOP: X 外交 ・ヨーロッパ政策

リベラルは将来の連邦軍の計画を要求する。

ドイツの外交・ 安全政策における根本的な変動の｜時代にあ って，連邦軍はその設立以来の

重要な変］｜去の課程を歩んできた。一方で、，連邦軍はその人的範囲での大111高な縮ノトlこよる軍事

的・組織的・社会的問題と取り組まなければならない。この要求にたいして，連邦軍は明確

な役割を明らかにしてきた。さらに軍はその範囲でドイツの統ーを特別にもたらしてきた。

他方で，同盟・国家防衛というさらに現実的な役割と並んで，国際的安全の領域での新たな

要求に向うことになる。防衛予算の削減にもかかわらず，連邦軍は憲法が許容する範囲で，

重要な国際平和への貢献が求められている。連邦軍はそのための評価をえている。こうした

困難な構造変化の局面において，全ての社会勢力， とくに，政治的に責任を負うものの支持

と連帯が必要とされている。

FDPは， ドイツの軍事力の将来の役割lを明｜僚にする。この点にかんしては，的確な基準が

作成されなければならず， とくに，構造， ~"i'lf成，防衛・平和の範囲，これに必要な装備， 要

請，財政に関してである。

連邦軍は明確な基準を求めている。軍は予算：に依存するようなものではない。防衛予算の

縮小が，意図的に決定されてはならない。予算は連邦軍の明雌に要求する ところと一致しな

ければならない。しかし，連邦軍のための財政計画もまた，全体予算安定のためのラインに

。。
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は従わなければならない。

連邦軍の人員の規模は， ドク、、マではない。その規模は将来の任務の特色や政治規準により

決まってくる。

ドイツ軍事力の課題は，ワルシャワ条約により軍事的脅威が無くなった後でも，外からの

平和，自由，われわれの民主主義を守ることにある。さらに連邦軍の将来の課題とそれに見

合った能力を新たに定めなければならない。われわれは兵士および市民に，政治的に支持を

受けた課題と責任を明らかにしなければならない。

連邦軍がわれわれの国際責務の及ぶ範囲で，平和を確保するための国連安全保障理事会の

決定を遂行するために，あらゆる国際的な処置に参加しうることに，FDPは同意する。それ

は平和の確保と平和の創造の両者を含んでいる。国連および地域的協定の範囲での配備に関

しての決定は，議会が同意を与えなければならない。こうした理由からして，われわれはこ

の議会の関与を規定する，憲法問題の解明に心がけている。 FDPがこれにかんして心がけた

のは，個々の連邦軍の予想される参加に同意を与える前に，議会と連邦政府は，紛争1解決に

なしうるあらゆる行為可能性の解明を↑真重に行なうということである。 FDPにとって，連邦

軍の国際的な配備は，NATOとWEUのような集団防衛のシステム，UNOとKSZEの集団

安全のシステムに組み込まれた場合のみに認められる。

国家 ・同盟の防衛，つまり ，われわれの自由，民主主義そして法治国家の保障は，あらゆ

る市民の課題である。同時に，防衛の義務がわれわれの民主主義社会を連邦軍によ って確保

することになる。しかしこの防衛義務は変動する社会政策や安全政策からの制約に適合して

いかなければならない。そうして社会に受け入れられることになる。したがって当面する軍

務が抱えている問題を早急に解決する必要がある。

こうした要求はさまざまな兵役の義務の桝想を最上のものとすることである。兵役の義務

を負うものにとって， 12ヵ月よりもはっきりと少なくして主防衛軍での勤務が課せられるよ

うに，さまざまな兵役の義務が導入されることになる。さらに兵役の義務者は，任意に12か

月を越えて，例えば，紛争処理軍に最高給て当たることが出来る。海外への出動に関しては，

とくべつの能力と雇用関係が必要で、ある。この任意による長期の任務者の育成と支払いは，

出動可能性の多様性により，より良いものとなる。多様な兵役の義務は，その場所，期間，

給与そして予備役の段階に関しての選択のl隔を広げることになる。兵役義務者は各自の人生

計画（例えば，大学ないし専門教育のための待機期間を十分に考慮して）に添った形で，各

自の兵役Jりj聞を選択できる。同時にさまざまな兵役の義務は，多国4;/k箪および国際的な安全

の碓保に良い条件をもたらすことになろう 。

軍事力を広範に削減する可能性を聞くことになる，国際秩序の広汎な安定が新しい安全政
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策の諸条件を長期に亙って導くことになるとするならば，FDPは別の箪の在り方を試すこと

になるであろう。

したがって， FOPは以下のニとを要求する。

0連邦軍は，将来は主防衛軍と紛争処理軍から構成される。それははっきりとした任務分割

が考慮、されることになる。さらに連邦軍は，人道的援助行為と災害援助，とくに環境災害

のための任務を引き受けることになる。

0以下の計画の課題は克服されなければならない。軍事力削減の組織的 ・社会的克服。国家

防衛，ヨーロッパと国際平和確保のための新たな構造の創造。NATOとWEU領域での，

国家相互による出動隊および紛争対応軍の形成。主防衛軍の再構成。装備と訓練の質の改

善。人と運営そして資金に相応する混合支出の確立。資金にかんしては，新たな多様な任

務に正確に対応できるように，総支出の30%以上に達しなければ、ならない。

0限られた予算からの要請に応じて，国家防衛の保障と比較しての，優勢順位を定めなけれ

ばならない。これを整理すると。

1.紛争対応軍の創造

2.性能の良い飛行輸送力の制作

3.武装力削減の社会による克服

0基本兵役務および予備役による国際平和出動は戦闘出動も含めて， 自由意志に基づくもの

であり ，軍事的な出動 ・司llfi要請の規準に適合するものでなければならない。兵役を魅力

的なものにするために訓練が必要であり，連邦軍の国際出動への参加の可能性がある。

0国家 ・同盟の防衛のために，予備役はこれまでと同様に不可欠である。予備役は総合構想

のなかで，将来の任務を充たすことが出来，その訓練の程度に応じた軍事教練を受けるこ

とが出来る。 旧東独軍の予備役も，民主主義の軍隊に進んで参加する機会を与えられなけ

ればならない。

0婦人も将来的には，任意かつ同等に武器をも って，連邦軍の国際出動さらに軍勤務にも参

加することが出来るようにすべきである。その場合でも婦人には兵役の義務は課すことは

ない。

0後継者を確保するためにも，戦力での兵士の士気および任務の魅力が高められなければな

らない。そのために現代技術手段の装備を備えた訓練の強化，NATO域での訓練の共同行

動，他の武力の休l恥とくに下士官に とって，意味深い箪形態と教育施設の改善を加える

ことが必要である。

OFDPはl時代に合わない軍特有の行動様式からの回帰に賛成する。連邦軍は他のl[l技場と競

争できなければならない。初任給は魅力的とされなければ、ならない。軍隊は兵士のそれぞ
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れの生活設計を考慮しなければならない。そのためには必要な移動を保障する住居の改善

がある。

0部隊での指導者の数を増やさなけれはならない。軍務の評価，給与そして経歴変更も改善

され，国際的な規準に適合するようにしなければならない。個人の活動と通常の市民とし

ての職活動を，兵士がより強〈要求できるよう，さらに，勤務関係の変更を確保するため

に，雇用構造を柔軟にすることが必要で、ある。兵士の定年制は，早急に年令のところで柔

軟に対応されなければならない。

0統一を一層確保するために，連邦軍は上官，下士官の形成を新たな州で続けなければなら

ない。

SPD. 8 安全と平和での一つの世界

冷戦の終了は世界平和をいまだもたらしてはいない。世界の多くの場所，ヨーロッパにお

いてもであるが，武力を伴う紛争は人類を驚博させている。南の諸国における貧困と環境破

壊は，新たな困難を伝えている。全ての国民ゃあるグルーフ。が抑圧され，その人権が失われ

ている。変革の時代にあって，われわれの国家はその国際的な役割を見いださなければなら

ない。 ドイ ツに大きな希望と期待が掛け られている。われわれはドイツが世界に聞かれた国

家であるこ と，信頼 ・予測のできるパー トナーであ り， 良き隣人であることを期待する。平

和，自由と福祉を全ての国民に保障しているヨーロ ッパ同盟内における積極的で前進するド

イツの外交政策が，われわれの目標である。われわれはドイツにおいて，平和と紛争研究の

形成に尽力し，そのことにより得られた認識を強力な拠り所とすることにする。（一部Ill各）。

ドイツの安定と安全は二つの拠り所による。それは NATOとEUである。この大きな連合

にあって，アメリカとフランスとの関係がとくに重要で、ある。こうしたドイツの安全 ・平和

政策を基にして，われわれは存在している。ヨーロ ッパの安定と安全は不即不離の関係にあ

る。それ故に，仁＇＂部東ヨーロッパ，南ヨーロッパさらに旧ソ連邦の諸国での改革プロセスに

たいしての西側の共通の援助を，信頼を基礎にして継続することを，われわれは支持する。

われわれは強固で行為能力のある EUを支持する。 というのも， ヨーロッパの統一政策を

前進させるからである。EUが最も保証するものは，ヨーロッパに不遜な国家への回帰を認め

ないことにある。われわれは EU共通の外交 ・安全政策を展開し，さらにその遵守を東 ・中

部東ヨーロッパ諸国にも求める ことができる。

緊急に要請されるのは，「発展への仲間」として，ヨーロ ッパと北大西洋の調整された東方政

策である。中部東・南東ヨーロッパの旧共産主義諸国は， ヨーロッパ的発展計画を必要とし

ている。これらの諸国はまったくさまざまな統合と協力の形態で捉えられよう 。協力するた
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めに西側諸国がもっ共通の課題は，連合・安全政策だけに制限されていない。その謀題は，

民主的制度を新たに形成する問題と 同様に，と くに，経済 ・環境 ・社会政策領域にも関連し

ていかなければならない。

KSZEを基にして，ヨーロッパ全体の経済システムが完全に笑現されるまでは，NATOは

この過渡期の過程にあって，重要な安定した安全政策の役割を引き受けている。 SPDが導く

連邦政府は，さらにいっそうの軍縮と有効な防衛戦略そして NATO戦力構造を支持するこ

とになる。ヨーロ ッパの空間を集団的安全にしようとするわれわれの目的のために，既存の

ヨーロッパ安全システムと組織（NATO, NATO協力委員会，WEUとKSZE）の関連づけ

に努力する。「平手［｜のためのパー トナーシャフト」という範囲で取り交わされた密接な協力関

係は，新たな総てのヨーロ ッパの安全構造への道を聞いているようでもある。KSZEは制度

的に絞られ，強化されなければならない。その法的基礎は拡大され，財政的にも保障されて，

その基礎を国連憲章 8章に基づく 地域組織として， とくに， 箪縮，平和の保持さらに人権と

少数者の権利に関して，従来よりも一層その権限を行使することができるようになろう。

KSZEの例に倣って，地中海においても協力地’貯が形成されるべきである。われわれがイ

スラエルに対して武力と特別の配慮の気持ちを以て支援してきた，イ スラエルとパレスチナ

との問で促進されてきた平和！のプロセスが，こうした展開に道を聞いてくれることであろう。

われわれはヨーロッパとイスラムの諸国との関係に，特別の注意を払うものである。 地中海

領域での新たな紛争地帯の発生は防止されなければならない。

連邦軍は国家の防衛に与ってきた。箪はその任務を NATOにおいて，共通の連合の防衛を

保障してきた。軍はこれに留まるべきである。さ らに，連邦軍は国連を援助し，国連は平和：l

を維持し，人道的な措置への国連の任務を遂行できるであろう。そのためにもわれわれは確

実な法的裏付けを作ることになろう。われわれは30万人の平和箪が最終的には国連予備軍に

なる，確実な連邦軍計画を望んでいる。われわれは一般的な防衛義務を保持していく 。SPD

が支持しているのは，連邦軍が自由に行動できる干渉軍とはならず，例えは、湾岸戦争がそう

であったように，こうした戦争が国連，NATO,WEUの支持の下でなされたかどうかに関

係なし戦いには連邦軍は参加しないということである。

われわれは軍需産業止駐屯地転換のプログラムを求め， ヨーロツパの武器i愉出のflilJ限に尽

力する。われわれは武恭輸出にかんする現行のドイツ法規の済し崩しに反対する。武器l愉出

禁止違反の刑罰は，特別に強化されなければならないし， 違法に得た不当な金額は，全額没

収きれなければならない。われわれは武総輸山をNATOとEUの諸国に制限する。

社会民主主義の外交・安全政策は， ドイツの同盟政策とデタン ト政策の継続にある。その

政策は予iJIIJされ， 信頼されている。

ヮ’u
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BUNDNIS 90/ DIE GRUNEN : 21世紀における外交政策の形成

II 連邦政府の「正常化政策J

両ドイ ツの統ーは，大きく ，強力になり，その決断に依存することになったドイツの新た

な責任を，国際的な連帯にある平和・エコロジーの外交政策を利用する可能性を聞くことに

なった。しかしながらコール政権は，外交政策における「より多くの責任」を，経済・政治・

外交の勢力および軍事的安全確保を拡大するものとして，政策的に解しているにすぎない。

1990年以来政府は，いかなる外交政策の役割を再統ーした ドイツが行い，そのことから東

西対立の終駕の後にあって，連邦軍の将来をどのように定めるかの問題にかんする議論を回

避してきた。その代わりに政府は事一実を作り出し，国際的な機会を利して，国際政治でのド

イツの役割の一連の「正常化」として，軍事的に UNO活動に加わってきた。政府は国連安全

保障委員会に，拒否権をもっ常任委員になろうとしている。政府は連邦箪が世界のあらゆる

ところで， ドイツの政策の機関として機能することを望んでいる。そのために政府は国連の

旗のもとに，連邦軍の部隊をソマ リアに送り出し，原則的に， ドイツの兵士が国連の戦闘部

隊に参加することを求めてきた。新たな「防衛政策の方向」が明l康に描いているのは，世界

的な資源と版売市場の「安全」を殊更問題にしているのである。その危険な結果は， ドイツ

の外交政策の軍事化である。全ヨーロ ッパおよび地球的な連帯の理念に反して，「普通のドイ

ツjという政策を遂行しようとするのは，EUをその目的のために制度化しようとする，新た

な国家ドイツのナショナリズムへの変節点を示すものである。

V 国際政治での非軍事化はわれわれの下で、始まる

冷戦の終了とともに，ワルシャワ条約の崩壊が， NATOの解消と総てのヨーロッパの安全

保障システムへのイニシアティーブを以て対応するような最高のチャンスが訪れている。連

邦政府はこのチャンスを無視し，これにイ－tわって，NATOとWEUの拡張を試みてきた。こ

の歴史的な怠慢は大変に重いものであり ，ヨーロ ッパの今日の状況はその結論を引き続いて

いる。

この時機に生じた危険な展開に，連帯とグリュンの平和l政策は新たな回答を提出しなけれ

lまならない。

＊中央 ・＊ヨーロッパの危機と紛争において，過激でナショナ リックな勢力が強力に浮かび

上がってきた。排他的国粋主義および民族主義による紛争は，その残酷さはジェノサイド

にまで至る戦争になる。

＊ソヴィエト連邦の崩壊とそれに呼応した社会・経済危機は，ロシアでの改革派による赤と

茶色の同盟の登場ということになった。この同盟はすでに独立した隣国にたいして，帝国

主義的な脅威を与えており，民族・国粋主義による独裁の形成を求めている。
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＊中央・東ヨーロッパ諸国は，脅威を強〈感じ取り， NATOへの参加を求めている。

ロシアとの対l時＝の］Iii!］として，西側の軍事同盟の形成は，冷戦を再び原子兵器によって再構

成することになり，ロシアでの民主勢力の息の根を止めることになるであろう。 NATOを東

の諸国にまで拡大する政策は，ヨーロッパでの安全を作り出すことにはならない。その政策

は，反対に戦争による対立の危険を拡大するだけである。

なぜならば NATOは，原子兵器および通常兵器による威嚇，そして最終的には原子兵器の

第一配備の選択にまで至る軍事的な性格を変えているわけではなしこれに大局的な介入の

余地を付け加えているにすぎないからである。

NATOは，ヨーロッパにおける一つの総てのヨーロッパ平和秩序という複雑な新しい文

化・ 政治的課題を保障するために，構造的にまとまっているわけではない。平和と安全が求

めるものは，まず第一に紛争を未然に防止すること，平和な争いの調停，民主主義と人権，

とくに，少数の人権をも保障するための制度の作成，そして，念のために非軍事的圧力や影

響をもっ有力な手段も拒否することが必要で、ある。

ヨーロッパでのさまざまな政治制度は，こうした役割を担わなければならない。 BとG

は，KSZEがヨーロッパの外交 ・安全政策の仁！コ心となり ，この場所では個々の国家が主権を

放棄することに賛成する。 BとGが属することになる，「ヨーロッパ ・グリュン同盟」は，

KSZEを構造的に変え，地域の非軍事的安全組織とし，その任務を同盟の国際条約にて定め

ることになる。現在の KSZEの改造は， ドイツの外交政策の第一目標であり，これは積極的

なイニシアティーブ，主権の一方的な放棄，財政的な配慮によって遂行され，紛争の防止と争

いの調停の役割を担うことになる。出発点としては，現在の KSZEの発展を見守ることにな

る。その中身は，平和な紛争の処理，紛争と争いの予防センター，人権の委託機関と民主主

義の強化のための制度，紛争の1111裁の役割，軍事的信頼形成の継続と軍縮，継続的に非政府

組織を加えること，にある。

政策と しての非軍事化，これは NATOの解体をも意味している，そして非軍事による構造

の形成は，同時に遂行されなければならないプロセスである。軍縮は非軍事による紛争解決

のための新しい可能性を作り出す。それは，敵意の喪失であり ，資源の再編であり ，紛争解

決へ向う新しい道程である。軍縮は西側の軍事構造，とくに NATOで遂行されなければなら

ない。安全を共有する州こ造は，同盟形式に代わるものであり，同盟の解体を可能にする。

ヨーロッパは政治と社会が非軍事イ回一ることを今，新たに始める必要がある。現在の政府

が笑行している，マース トリ ヒト条約と西ヨーロッパ同盟からなる「共通の外交－安全政策」

という新たなヨーロツパ主義ではなく ，中部 ・東ヨーロッパの総ての諸国にたいして，軍縮

とヨーロッパ同盟への経済・政治の上での開放が緊急に求められている。軍事同盟の形成で
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はなく，経済・政治的統合の共同作用によってはじめて平和の将来的な展望が開けてくるの

である。

われわれの目標は，ヨーロッパから ABC兵器を無くすことにある。さらにそれ以上に，世

界的な規模での軍縮とあらゆる軍隊の解体を支持する。われわれは調整された軍備の転換と

すべての軍備輸出の禁止を支持する。軍備の輸出にたいしては，単に道徳だけでなく国民経

済の点からの論議がある。軍需品は公の補助金とならんで，しばしばへルメス信用保険とい

うドイツの財務から支払われるからである。したがって軍備輸出にたいしては，法的・経済

的に配慮しなければならず，こうして，形に現われるかどうかはともかし補助金がそこに

は含まれることになる。軍需品の輸出を最終的に止めるためには，軍備生産を止めることで

ある。連邦政府が政治的な重点項目として置く点は，軍備転換のプロセスを全ヨーロッパで

遂行することであり，軍備輸出廃止を他の EC諸国にも求めることである。全国際レベルでの

広汎な軍縮処置を，蘇らせ，効果あらしめるためのイ ニシアティーブをわれわれは支持する。

ヨーロ ッパでの軍縮のフ。ロセスを強力に推進し，高めるためにも， BとGはさらに国内で

の一面的な平和・軍縮政策による先攻投資の戦略を支持することになる。

われわれはまず始めとして，すべての大きな軍事プロジェクト， とくに，戦闘機90・ユー

ロファイタ－2000と対戦車防衛ヘリコプタ－ PAH2の製作を止めなければならない。われ

われは連邦軍の国連のブルーヘルメット派遣に反対する。連邦軍を迅速な攻撃軍に参加する

すべての計画は終わりを見なければならない。連邦共和国が世界中で機能する usの干渉軍

を兵拍により支持することになる，「戦H寺ホスト国家サポート」協定はj呼約きれ， ドイツ・フ

ランスからなる，ヨーロッパ兵団は解消される。

連邦軍が35万人以上になる兵士を，直ちに解消しないことは分かっている。の廃止は軍縮

のプロセスであり，政治的かつ社会的に徐々に遂行されなければならない転換点である。そ

れ故にわれわれは連邦予算て、の 「軍事費」を，切り 替え予算への転用を求める。こうした財

政処置の一部は，徐々に連邦の各省に経済協力として振り分けられ， とくに，国際的な災害

援助に向けられることになろう。こうした軍事産業の転換への処置，非軍事的な平和隊の創

設，平和研究の援Jl;}J，現場での平和活動さらに社会防衛の概念を支持する。職業箪人は，例

えば，国際災害援助での仕事をするための再教育を受けることになる。

BとGは兵役の義務，したがって，非軍事的役務を無くすことを支持する。 非軍事的役務

に代わって，毎年20億マルク以上の国家助成金を計上し，主に社会領域での職場を確保する

目的に使うことに，われわれはまず出発点としては賛成する。保守的な政治家が兵役の義務

代替案と して提案している，男女の「一般的な義務」が認められてはならない。われわれは

兵役の義務廃棄の要求をもって，職業軍人を意図しているのではなし連Jll共和国に軍隊が
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無くなることを意図しているのである。連邦軍での強制役務や非軍事的役務を拒否するあら

ゆる人々と，われわれはすでに連帯しているのである。

PDS：限りない，反戦争政策

世界のいたるところで展開している戦争とその戦争の危険にたいして，早急の攻撃部隊や

新たな武器体系をも って しても対応出来るものではない。戦争の社会的な原因を取り除くこ

とであり，政治的に戦争を予防することが重要なのである。連邦政府は，ユーゴスラウ会イア

での戦争の発生の責任，クルド人に対するトルコ政府の繊滅l践の責任， ヨーロッパ政治の増

大する軍事化の責任を負っている。

ドイツの地から， 二度と戦争を生み出してはならない。

ドイツの歴史， ドイツの置かれた地理状況，国際的な地位と潜在能力の其々からして，特

別な平和への責任が生ずる。それは連邦共和国の平和への義務である。

われわれの平和政策諸要求の中心に，次のものを置く。・連邦軍の共和国外への出兵の禁止と国内の紛争への出兵の禁止。基本法は改正されては

ならない。

圃 核兵器の開発・生産・設置の包括的，完全な禁止。

国 連邦軍による旧軍事施設，とくに，東ドイツの軍事演習場のさらなる軍事目的への使用

の禁止。

圃 兵役の義務の廃止，箪隊の廃止の代わりに登場するあらゆる他の蛤制的勤務の廃止0・武器輸出の禁止と軍事援助の終了。

国 防衛予算を毎年少なくとも10%ずつ削減し，その増えることになる金額を特別に計上さ

れる軍縮予算へと転用する。

• NATOとWEUの解消とその代わりに，世界的，ヨーロッパ規模の協カ安全システム，

とくに， UNOの民主的な改革と KSZEプロセスのさらなる開発をする。ドイツは安全保障

理事会に席をえてはならない。

PDSは，戦争と軍事力を否定することにやぶさかではない。われわれが否定するのは，威

嚇・脅迫・戦争というカテゴリーである。われわれは，段階的にすべての軍事力が無くなる

ことを期待する。軍事の全体を否定するもの，そして軍隊の戦時出動に反対するものは，わ

れわれと連帯するものである。

（注）

(1）石村「西ドイツにおける議会の解散権←）仁）」専修大学法学研究所・公法の諸問題二－専修法学

論集41号， 1985年。
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(2) 日本の選挙制度が「区制り法Jが成立したことにより大きく変わることは明らかである。こち

らの新聞に於いても，「ドイツを模範とした選挙法の改正」と小さく報道されていた。しかし，

その内容が必ずしもドイツ方式と言えないことは，本レポートを読んでいただければ明らかで

ある。制度だけでなく，選挙という政治行動の差異にも注目してもらいたい。日本の新選挙法の

問題点にはここでは触れない。

(3) 「世界」の1994年11月号が最近のドイツ問題について特集を組んでいる。とくに，住沢博紀「ボ

ン共和国からベルリン共和国への途上で」 79頁以下を参照されたい。

(4) BVerGEZ, 17，影山日出弥「政党の逃憲性の決定Jジュ リス ト別Hせドイツ判例百選， 12頁。

(5) Deutschland ist Eins, 1990. S. 19f. 

(6) それにもかかわらず，二大政党の占める割合は低下傾向にある。 1976=82%, 1983=77%, 

1987=68%, 1990=62%, 1994ニ 70.6%。

(7) 州の選挙結果とも関係するが，SPDは人口の多いノルトライン・ウ、ウストファーレン，プラン

デンブルクで庄勝している。

(8) Kurschn巴rsVolkshandbuch, Deutscher Bundestag, 71Aufl. 1993, S.310，学歴や家族関係ま

で，政党別にされた統計が示されているが，そこまでは紹介しない。

(9) 基本法51条により， 各州は最低で、4議席を持ち，人口に応じて， 200万人以上は 4議席， 600万

人以上は 5議席，700万人以上は6議席とされており，定員は旅定していない。

(IO) Stern, Tangoといった週刊誌もほぼ同様の数字を示していた。

(II) Der Spieg巴I,N r.35, S.28. 

(12) この勤勉なドイツ人も最近は都市音rsを中心にして符禁率を落している。1984年の地区選挙で

は，棄権者として， ドルトムン ト＝38%，テ弘ユ yセル ドルフ＝39%，ケルン＝42%，シュトット

ガルト ＝46%，という 具状な数値を残している。また，この選挙で18-25歳の若者の46%が，ノ

ルトライン・ウボエスト ファーレンでは楽権している。IBuchholz (Hg.), Parteien in d巴rKritik, 

1993. S.42.さらに（19）参照。

(13) 重複立候補は日本の新選挙法でも認められているが，この制度はドイツ方式に実際には近付

くことになる。重複立候補の優先順位を決めるのが，小選挙区で、の’惜敗率であるからである。し

かし，この制度は新人が当選旅立を低くすることは{i'(fiかである。

(14) Der Spiegel, Nr.43, S.18. 12月6日にフランクフノレト大学で開催された公開討論会，「超過議

席はと。れだけ大きいか」での7 イヤー教授とシュタルク教授（ゲyテインゲン大学）の討論会

は，選挙の平等と多数決選挙の実現という論点に終始した。予想、される判決は，先の判決と同様

の合憲になる と思われるが，これを契jVJに選挙法の改善があるはずである。

(15) ヨーロッパ議会選挙では，すでにヨーロッパ市民の概念を認めている。かつて州選挙レベルで

この外国人の選挙権を認めたことが，連邦憲法裁判所の判決により違憲と 判断されている

(BVerGE 83, 87）。外国人に選挙権を認めるには，少なくとも基本法28条を改正することが先

決事項である。

(16) Frankfurter Rundschau von 18 Okt.94 S.9. 

(I司 FrankfurterRundschau von 1. Nov.94, S.10. 

(18) Frankfurter Alig巴meinevon 28. Juni, 94 

(19) 投票行動の分析資料が見つかったので，補足しておく 。35歳以下では SPDが強＜， 45歳以下

では CDUが リー ドしている。 25～35歳では SPDが最高（35%）であるのに比して， 60歳以上で

37-



は， 50%がCDUに投票していた。線の党を支持したのは若年層で， 60歳以上はたった 3%であ

った。東地区での PDSへの投票では， 35歳未満が23%なのに対して， 60歳以上は17%であっ

た。女性だけでは，同様に CDUは高年齢に圧倒的に支持されている。 SPDは労働者，失業者の

支持を受け，CDUはカソリ ック・グループに支持される動向は変わっていない。 DieZeit von 

21. Oct.94. 

以上の他に， FrankfurtRundschau, Frankfurt Allgemeine, Der Spiegelによる数値を利用

している。その他に参照したものとしては以下のものがある。

D. Fricke，羽rFritsch, H. Gottwald, S. Schmidt, M. Weissb巴ck巴r(Hg.), Lexikon zur Par-

teigeschichte, Bd.l～4, 1983. R. Stoss (Hg.), Partei巴nHandbuch, 1983. Olzog/Liese, Die 

politisch巴nParteien, 20Aufl., 1992. B. Vogel, D. N ohlen, R. 0. Schultz, Wahlen in Deutsch-

land, 1971. 

1994,12,9フランクフノレト言己

＜編集後記＞

現在ドイ、ソ連邦共和国フランクフルト・アム・マインに留学中の石村所員が，折しも 1994

年10月16日の連邦議会選挙に居合わせて，その分析レポートを投稿してくれました。この選

挙が統一後のコール政権の政策運営の真価を問われた選挙であったこと，日本に導入される

小選挙区，比例代表並立制のモデル国であり，連立政権の先輩国である国の選挙であったこ と

等，我々にと っても興味深い情報を伝えてくれていると思います。

統一 ドイツの直面するさまざまな困難については，我が国でも既に相当程度紹介されてお

ります。戦後50年ということで日独の戦後発展を比較する新聞，雑誌等の特集も多く目にし

ます。こういった多くの情報にもかかわらずここへきてドイツの今後の動きの予測が立てに

くくなってきたのは何故でしょうか。今回の連邦選挙で与党の政権基盤は相当危うくなった

といわれます。他方野党 SPDのシャーピング新党首の力量も あまり評価されていません。旧

東ドイツの経済動向は評価iの分れる所です。ここでは一方で、経済の好転が伝えられながら，

旧政権の残党政党への支持が回復している状況です。 EUの動向に大きな影響力をもっ国の

おひざ元が，不気味な「不安定の中の均衡」をかろうじて保っているように身受けられます。

(K.K.) 
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